
項目 内容 支出内容 使途禁止事項

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催
するために要する経費又は会派に所
属する議員が研究会若しくは研修会
に参加するために要する経費

・旅費、宿泊費
　※旅費の積算にあたっては、市の旅費規程を準用する
・出席者負担金
・会費

・日当、食卓費

調査旅費
会派が調査研究活動のために行う先
進地調査又は現地調査に要する経費

・旅費、宿泊費
　※旅費の積算にあたっては、市の旅費規程を準用する
・車借上料（バス、タクシー）

・日当、食卓費

資料作成費
会派が調査研究活動のために行う必
要な資料の作成に要する経費

・印刷費
・写真代

・名刺の印刷代

資料購入費
会派が調査研究活動のために行う必
要な図書、資料等の購入に要する経
費

・書籍代
・新聞購読料
・住宅地図代

広聴費
会派が政策等に対する要望又は意見
を聴取するために要する経費

・会場使用料

事務費
会派が調査研究活動のために行う事
務の遂行に必要な経費

・事務用品、消耗品費

◆政務調査費で認められない経費
 ※交際的な経費（餞別、慶弔費、寸志、病気見舞、慶弔電報等）
 ※政党活動に属する経費（党費、党大会参加費、政党発行機関紙等の購読料、所属会派の会費等）

瀬戸市議会政務調査費の使途基準


